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つくばみらい市立小中学校に 

お子様を通わせている保護者 様 

 

                      つくばみらい市長          小田川 浩 

                        同     教育委員会教育長 福田 敏男 
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   つくばみらい市立小中学校の再開に向けた取組について 

 

 

 緑が美しい季節となりました。つくばみらい市立小学校・中学校にお子様を通わせていらっし

ゃる保護者の皆様には，新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束とお子様が元気に登校でき

る日を待ち望んでいらっしゃることと存じます。 

 最近の国内での感染状況を見ますと，未だ予断を許さない状況ではありますが，新規感染者数

が減少傾向にあり，感染が抑制できている状態であると考えます。 

 本市におきましても，県知事の発表や市内および近隣市の感染状況を踏まえ，コロナ対策本部

会議において，下記のとおり学校再開に向けての基本的な考え方を決定いたしました。 

 つきましては，子どもたちの感染防止に最大限の配慮をしながら，市立小中学校の教育活動を

段階的に再開してまいりますので，ご理解とご協力をお願いいたします。 

 なお，新型コロナウィルス感染症の全国的な状況および県内・市内の状況に変化が生じました

場合には，子どもたちの安全確保のため再度の休業措置等の対応を行いますことを申し添えます。 

 

 

 

記 

 

 

１ 分散登校の実施 

  子どもたちの安全を最優先した上で，分散登校（児童生徒を複数のグループに分けた上で， 

それぞれが指定された日時に登校する方法）に取り組みます。これは，３月から臨時休校が継 

続したことにより，長期間学校生活から離れていた子どもたちを段階的に学校生活に慣れさせ， 

その後の学校生活がスムーズに送れるようにするために行うものです。 

 

 令和２年５月 21 日（木）・22 日（金） 

  ・学校は，２日間のうち１回登校の機会がもてるよう，分散登校を実施します。 

  ・登下校の方法については，学校からお知らせします。 

  ・給食提供は，ありません。 

  ・中学校における部活動は，実施しません。 

  ・臨時休校期間中の分散登校は，授業日数には含まれません。 

  ・放課後児童クラブを制限付きで開き，登校しない児童を受け入れます。 

 



 令和２年５月 25 日（月）～29 日（金） 

  ・各学校毎に分散登校を実施する学年や登校日数を決定し，保護者の皆様にお知らせします。 

   ※市内には大規模校と小規模校があり，市内全学校が同一の方法で分散登校を行うことが 

    難しいため，学校毎に登校方法を工夫します。 

  ・登下校の方法については，学校からお知らせします。 

  ・給食提供は，ありません。 

  ・中学校における部活動は，実施しません。 

  ・臨時休校期間中の分散登校は，授業日数には含まれません。 

  ・放課後児童クラブを制限付きで開き，登校しない児童を受け入れます。 

 

２ 学校再開 

  感染状況が現状維持か収束傾向にあれば，臨時休業措置を解除し学校の教育活動を再開しま 

す。感染拡大の兆し（県の判断基準による）がある場合は，学校再開の延期を判断します。 

 

 令和２年６月１日（月）～５日（金） 

  ・原則，通常通りの午前日課で授業を再開します。 

   ※学校規模によっては，「３密」を避けるため，分散登校を継続する可能性があります。 

    その場合は，学校毎に分散登校を実施する学年や登校日数を決定し，保護者の皆様にお 

   知らせします。 

  ・登下校の方法については，学校からお知らせします。 

  ・給食の提供は，献立内容を一部変更して提供します。 

  ・中学校における部活動は，実施しません。 

  ・放課後児童クラブは，通常通り開所します。 

 

 令和２年６月８日（月）～ 

  ・通常通りの授業を行います。 

  ・登下校は，通常の登下校となります。 

  ・給食を提供します。 

  ・中学校の部活動は，感染リスク低減に配慮するための条件付きで開始します。 

  ・放課後児童クラブは，通常通り開所します。 

 

３ 児童生徒の感染防止対策 

 ＜保護者の皆様へのお願い＞ 

  ①登校前の検温や健康チェックカードの提出にご協力ください。 

  ②登校後に，児童生徒に発熱等の症状がみられた場合は，保護者に連絡しお迎えをお願いし

ますのでご了承ください。 

  ③学校生活における具体的な感染防止対策については，各学校からのお知らせをご覧くださ 

   い。 

 ＜学校の対応＞ 

  ①各学校に，手指消毒液を準備します。 

②各学級に，非接触型の体温計を準備します。 

  ③給食の配膳時に使用するフェイスシールドを用意します。 

  ④配膳を行う児童生徒が着用する白衣を，毎日消毒します。 

  ⑤トイレや水飲み場・階段の手すりなど，不特定多数の児童生徒が触れる場所を毎日消毒し 

   ます。 


